
東日本大震災義援金の受付期間再延長について 
 

 日本赤十字社では、東日本大震災義援金の受付期間を令和３年３月３１日ま

で再延長することを決定いたしました。 

 未だ多くの方が避難生活を強いられており、また、国や県による復興事業及

び日本赤十字社による復興支援事業が継続されていることを踏まえた上での再

延長となります。 

 義援金は引き続き全額を岩手県、宮城県、福島県、茨城県に設置された義援

金配分委員会を通じて、被災された皆さまへお届けしてまいります。 

 

 

１．名  称  東日本大震災義援金 

 

２．受付期間  平成２３年３月１２日（土）から令和３年３月３１日（水） 

 

３．受付口座 〔１〕銀行振込 

          ①秋田銀行本店 普通預金「５１６３０４」 

           名義「日本赤十字社秋田県支部長」 

          ②北都銀行本店 普通預金「８８８２２８」 

           名義「日本赤十字社秋田県支部長」 

〔２〕ゆうちょ銀行・郵便局 

           口座番号 「００１４０－８－５０７」 

           名  義 「日本赤十字社 東日本大震災義援金」 

〔３〕コンビニエンスストア（ファミリーマート）         

          日本赤十字社ホームページから手続きが可能 

 

４．そ の 他 〔１〕上記〔１〕〔２〕とも窓口での取扱いの場合、送金手数料 

は無料です。 

〔２〕秋田銀行並びに北都銀行各店には、義援金専用の振込み 

用紙が備えられております。 

〔３〕通信欄に「東日本大震災義援金」と必ず明記してくだ 

さい。 

〔４〕受領証を希望される方は、併せて「受領証希望」と明記 

してください。 

 

 

 
【連絡先】 

日本赤十字社秋田県支部 

総務課 主査 鎌田 英秀 

〒010-0922 秋田市旭北栄町 1番 5号 

TEL 018-864-2731  FAX 018-864-6852 

U R L  http://www.akita.jrc.or.jp 

e-mail kamada@akita.jrc.or.jp 

 

http://www.akita.jrc.or.jp/

